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序文  

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 35 条の８において準用する同法第 31
条の規定に基づき、令和８年度の業務運営に関する計画（国立研究開発法人海洋研究開発機構
令和 8 年度計画）を定める。 

Ⅰ 研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．海洋科学技術に関する基盤的研究開発の推進 

機構は、「地球規模現象の理解と課題の解決に資する研究開発の推進」、「人類の知的資産の創
造や新たなイノベーションの創出への貢献」、「有用な情報の創生と発信」、「工学的な基礎研究や要素
技術開発の強化、推進」を推進するため、保有する海洋科学技術に係る多様な研究リソースや研究開
発基盤を活用し、幅広い基盤的研究開発を推進する。これらを通じた新たな知の創造と技術革新によ
って我が国のみならず世界の海洋科学技術をリードするため、研究の関連性を踏まえた連携を図りなが
ら、今中長期目標期間において重点的に取り組む研究開発課題を以下に示す。 
 

（１）地球環境の動態理解と変動予測のための研究開発 

本課題では、地球という惑星がその表面の環境をいかに構築しているかの仕組みを理解するため、地
球環境の現状を把握し、その動態を探る観測及び予測に係る研究開発を推進する。また、国際的な
研究枠組みや協力体制を活用し、北極域、北太平洋、熱帯太平洋を重点海域としつつ、重点海域に
加えインド洋、南大洋を含む海盆において海洋表層から深層まで物理、化学、生物の変量の観測、及
び地球環境変動に関わる多彩な観測等を実施する。それらをベースにした数値実験を含む様々な解析
研究を通し世界的な課題となっている地球環境の変動の動態を解明するとともに、全球スケール及び海
盆スケールの様々な現象の予測研究に取り組む。 

また、科学的要請に従った高精度化、長寿命化に基づく観測網の効率化に取り組み、合理的な計
算・解析手法の開発・実装を行うことで、研究成果の最大化を促進する。 
本課題によって得られた科学的なデータや知見を、国内外の各種活動を通じて提供することで、我が国
及び国際社会における政策の立案等に貢献する。 

本課題は 4 つのサブ課題を設定し、海洋環境変動、物質循環・生態系変動、数値シミュレーション
研究を連携しつつ実施する。北極域研究は推進の効率化を考え今中長期では一つのサブ課題とする。
変動海洋エコシステム高等研究所（WPI-AIMEC）と協働することで、関連する研究開発を加速す
る。本課題で得られた観測・解析データ、科学的知見は（３）（４）における環境の基盤情報提
供、及び（５）の海洋地球デジタルツイン構築に活用される。 
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① 観測による海洋環境変動の把握と動態の理解 
地球環境の動態を理解するため、全球全層の海洋のありさま、海洋と大気のつながりのありさまを包

括的に研究する。そのために、国際的な枠組みを積極的に活用しながら、物理的、化学的な海洋環境
の変動・変化と、その主な外力である大気との運動量・熱・物質の交換を精密に効率よく観測し、先進
的な解析手法やデータ同化手法などを用いた研究を行う。特に、地球環境の成り立ちやその変化におけ
る海洋変動の役割を理解するために、全球的な海洋の熱収支や淡水収支、物質収支のありさまを研
究する。また、大気・海洋の連動と密接に関係する地球上の様々な気候変動モードの実態に基づく海
洋変動を軸とした理解の深化に関する研究を行う。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 統合全球海洋観測システムである OneArgo、国際的な大洋スケールの高精度海洋観測プロジェク
トである GO-SHIP（Global Ocean Ship-based Hydrographic Investigations 
Program）、国際的な定点観測ネットワークである OcenSITES などの国際的観測網と連動したユ
ニークな観測研究を実施する。 

・ Argo フロート観測の充実に貢献するフロート展開と技術検討を実施する。 
・ 観測機器開発、センサ開発を実施し、令和 9 年度の船舶観測のための準備を行う。 
・ データ同化技術を用いたデータ統合を行い令和 7 年までの state estimation データをリリースする。 
・ 大気海洋相互作用が関係する現象の解明のため、係留系等による長期時系列の取得を進めるととも
に、各種プラットフォームを利用した効果的な観測体系の具体化を進める。 

・ 最適な観測網のデザインに関する研究開発を開始し、実証実験に向けた準備を行う。 
 

② 物質循環や生態系変動、物理化学現象の整合的理解 
海洋、大気、それらと不可分な陸域における物質循環と生態系変動等を統合的に捉え、環境・気候

変動を左右する炭素収支等や関連する過程に着目し、それらの変動要因としての人間活動と自然シス
テムの役割やメカニズムを、観測と数値解析・モデリングの複合により探る。衛星や現場観測・データ同化
等に関する新たな手法を開発しつつ、大気組成の変化、海洋酸性化に対する生物応答、沿岸域におけ
る環境変動等の理解度を高める。また、それらの理解を基に環境・気候変動対策に資する知見や技術
等を創出し、情報を発信する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 北極域研究船「みらい II」（以下「みらい II」という。）での観測システム基盤構築や新たな衛星評
価、炭素循環諸過程の解析等を通じ、今中長期目標期間の計測・解析体制を整備する。 

・ 生物・炭素循環の昇温・酸性化応答に関し、過去の観測データから時空間変動の特徴を整理する。
また、遺伝子解析等により、生物の殻特性と生理応答に関する情報を蓄積し、初期モデル化する。 

・ 海底堆積物及び雪氷コアに含まれる自然・人為起源物質の分析から、年から千年スケールの循環場
の変動と生物・炭素循環への影響を評価する。 

・ 大気組成のデータ同化システムを拡張し、気体成分とエアロゾルの複合的な効果を検証する。また、
同位体比を扱う大気化学輸送モデルを構築し評価する。さらに、植生等の重要変数に着目して、複
合的センシングの実用性を評価し、数値解析手法を強化する。 
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・ 気候変動下にある沿岸域での物理過程の解明を実施し、津軽暖流と上流域の変動の繋がり及び津
軽ジャイアーの中長期変動に対するインパクトを明らかにする。 

 

③ 数値シミュレーションを用いた地球環境変動のメカニズム解明、変動予測 

地球環境変動モデルなどを駆使し、地球環境の動態を探る。時間スケールが異なる気候変動現象の
相互作用を明確化し、各現象の意義と機能を同定する。また詳らかになった動態や変動メカニズムを応
用した変動予測に関する研究開発を行い、生態系を含む地球環境変動に関する多角的な科学的知
見を得る。各種地球システムモデルの高度化、高速化、新しい計算プラットフォームへの対応などを実施
しつつ地球システムのメカニズム解明、複雑系の現象理解などに取り組み、全球規模の多様な科学的
予測研究を実施する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 多様な全球気候変動現象を念頭に置いたモデル開発と解析を行う。特に、各種モデルの高度化と、
気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Chang/IPCC）第
7 次評価報告書（AR7）向けにモデルの最終整備と予測実験を実施する。 

・ 観測データの取り込みや融合利用による再現性向上を通じた予測可能性研究等への応用を行う。特
に、衛星等広域観測データを活用した雲や生態系、温室効果ガス等の再現性評価を行う。 

・ 全球規模の多様な気候変動現象に関する科学的な予測研究を行う。特に、極端現象の発現特性
及びその予測に関する知見を深め、結果を公表する。また、国際モデル比較研究をはじめとする国内
外の研究連携体制を強化する。 

 

④ 北極域における環境変動の把握と動態の理解 
データの空白域であり全球気候変動の能動的受動的な感度が高い北極域において、現状把握及び

将来予測のためのデータの取得・公開を実施する。海洋・（海氷を含む）雪氷・大気・陸域間の相互
作用等の気候・環境システムの理解と全球気候に対する北極域の役割を理解するための研究開発を
行う。空間的なデータの間隙に対しては様々な国際プロジェクトをベースに広範なデータを獲得していき、
時間的な解像度の低さには、繰り返し定線や拠点での観測などで対応する。現場観測や衛星観測で
得られた観測データを活用し、数値計算などを駆使して、雪氷圏そして地球環境変動につながる北極
域の機能を詳らかにする。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 「みらい II」の慣熟航海において、海洋地球研究船「みらい」と同等以上の観測作業ができるかを検証
する。 

・ これまでに取得してきた船舶・係留系観測データに基づいて、主に北極海の海氷や太平洋起源水の
動態と物質循環及び生態系との関係性を明らかにする。 

・ 森林 CO2 フラックス、エアロゾル、凍土、氷河等北極域での陸面観測を実施するとともに、森林火災
や温暖化が環北極域の物質循環に与える影響を評価する。 
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・ 気候モデルを用いて、北極域の再現性向上に向けた開発・実験を行い、物理過程が気候の形成・変
動に果たす役割について知見を得る。また、実験結果のより広範な分野への応用に向けた調査を行
う。 

・ 北極研究に係る国際連携推進や国内プロジェクト等との調整を行う。特に「みらいⅡ」の国際研究プラ
ットフォームとしての運用に向けた取組等を進める。 
 

（２）地球変動帯で発生する地震及び火山活動の諸現象に関する研究開発 

海洋プレートが沈み込む変動帯である日本列島では、東北地方太平洋沖地震（平成 23 年）や
福徳岡ノ場海底火山噴火（令和 3 年）のような海域で起こる地震・火山・津波災害が繰り返し引き
起こされている。地震や火山に関わる諸現象の発生メカニズムを理解するためには、地球表層現象に注
目するだけでなく、それらを引き起こす原因となるプレート運動の駆動力である地球内部のエネルギー移
動や物質循環を理解することが不可欠であり、それらを通じて、諸現象の推移の予測が可能となる。本
課題では、地震や火山に関する諸現象の解明にとどまらず、地球内部の様々な変動現象の理解に取り
組む。 

そこで、国の関係機関や大学と連携して、日本周辺海域や環太平洋域において、研究船や各種観
測手段を用いて海域における地震、火山に関わる調査・観測を実施する。また、リアルタイムでの観測技
術及び地下構造モデルを考慮した解析手法開発を行い、（５）と連携してこれら調査・観測によって
得られるデータの分析・解析を行う。さらに、プレート収束域である沈み込み帯のダイナミクスを理解するこ
とにより、地震・火山活動の現状把握と実態解明を行う。 

本課題では、これらの取組によって得られた科学的知見を地震調査研究推進本部や火山調査研究
推進本部等の国、地方公共団体、関係機関等に提供することで災害の軽減に資するとともに、我が国
と同様に地震・火山活動による災害が多発する各国への調査観測の展開や研究成果の応用を試みる。 
 

① 機動観測による海域地震発生帯や海域火山の実態解明 

海域の地震・火山活動やその発生場は、陸域と比較して未だ実態の把握が大幅に遅れている。そこ
で、海洋プレートから、海溝、前弧、火山弧、そして背弧までを含むプレート沈み込み帯において、地下
構造や地震・津波・火山活動の実態やその時間変化等の把握に資する研究船等を用いた機動的な
海域調査観測を実施し、プレート沈み込み変動帯のダイナミクスの理解を深化させる。さらに、日本周辺
の成果を基盤として、日本と同様に地震・津波・火山災害が発生するアジア・環太平洋地域において、
海域変動帯の実態把握のための広域的な共同研究体制を構築する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 南海トラフ・熊野灘沿岸域深部における地下構造探査及び地震観測を実施する。 
・ 千島海溝から日本海溝南部に至る広域で、三次元地下構造把握のための探査及び地震観測を実
施する。 
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・ 南海トラフ・日本海溝・日本海等における地震探査データや地震観測データの解析を進め、地下構造
モデルの構築・更新や地質解釈を行うとともに、通常の地震活動やスロー地震活動の実態を把握し、
成果を公表する。 

・ 地下構造イメージングや地震検出等の解析技術の高度化を進める。 
・ 伊豆諸島・三宅島を対象に、地下構造探査・地震観測及び種々の地球物理観測を実施する。 
・ 海域火山で取得した地震探査データや地震観測データ等の解析を進め、成果を公表するほか火山
調査研究推進本部等への情報提供を行う。 

・ 太平洋・アジア諸国の観測網運用及びデータ公開や国際共同観測の立案・計画策定等を推進す
る。 
 

② 物質科学的手法による地震・津波・火山の活動履歴の把握と発生メカニズムの解明 
海域で発生する地震、津波や海底火山の噴火は、突発的かつ大規模な災害をもたらし、自然環境

のみならず社会への影響が非常に大きい。地震・津波・火山現象の準備過程や発生後の活動推移の
評価を行うためには、これまでの発生事例を時系列的に調査し、複雑な現象の背後にある物理・化学
過程を理解することが必要となる。そこで地震津波堆積物や火山噴出物等を対象として観測、調査、
地質試料の採取と分析によって地震・津波・火山の活動履歴を把握する。得られたデータに基づき、地
球内部における熱、マグマ、流体の発生と輸送現象、及び地震・火山活動の発生メカニズムを理解する。
そしてこれらの知見を用いて地震や火山活動を支配する沈み込み帯のダイナミクスを解明する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 伊豆・小笠原弧（西之島・孀婦海山・三宅島等）を対象に調査航海を立案・実施し、岩石及び堆
積物試料等を採取する。 

・ 新たに採取した火山岩・テフラ試料の岩石学・地球化学的基礎データを取得する。 
・ 日本海溝（福島・房総沖等）の調査航海により堆積物試料を採取し、地震履歴・古環境復元の
鍵となる地震・津波イベント層を見出す。 

・ 島弧・海洋島・プチスポット・深海堆積物等の化学分析を実施し、マグマ成因及び古環境変動を示す
基礎データを取得する。 

・ 沈み込み帯や海洋島・海台等を含む多様なテクトニクス場に産出する岩石の元素分析を実施し、岩
石の化学組成データ等を整理する。 

・ 新たな固体地球科学データ解析手法の開発に向けて、プレート境界岩・堆積物試料に関する物性や
化学組成データ等の整理と解析フレームワークを設計し、試験的解析を通じて手法の有効性の初期
評価を行う。 
 

③ 海域地震・火山のリアルタイムモニタリングによる活動の時空間変動把握 
巨大地震発生域である南海トラフ等のプレート沈み込み帯や伊豆諸島等の海域火山に対して、海

底や海底下で何が起きているか、プレート境界やマグマだまりがどのような状態であるかをリアルタイムで把
握することを目指す。そのために、観測技術並びに地下構造モデルを踏まえた解析手法開発を進め、地
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震・火山の時空間変化のモニタリングを実施する。さらに、地震や火山、またはそれらに励起される津波に
対しては、推移を予測するための手法を高度化する。それらの成果を踏まえて、地震・火山・津波データ
のリアルタイム解析から、その情報発信の仕組みまでを一体的に開発する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 地球物理学的観測及びデータ解析により、地球内部構造の状態変動の理解に資する研究を実施す
る。  

・ 地震現象・火山活動及びその発生場の推移を予測するための手法の開発に関する研究を実施する。  
・ 津波予測手法の高度化を推進する。 また、社会実装に向けた津波予測技術の高度化に資する基
礎的研究を実施する。  

・ あらゆる津波の発生から終息までの全過程の理解を深め、評価手法に資する基礎的研究を実施す
る。  

・ 高知沖に設置予定の長期孔内観測システムの観測機器の製作を完了する。また、日向灘に設置予
定の長期孔内観測システムについて南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）基幹ケーブルに接
続するためのインターフェースの開発に着手する。 

・ 地震発生帯や海域火山周辺におけるリアルタイムかつ広域の海底地殻変動観測に資する研究開発
を行い、成果を公表する。 

・ 様々な観測手法を利用してプレート沈み込み帯における地震活動を把握して成果を公表するととも
に、国等の委員会に情報提供する。 
 

（３）海洋生態系の進化・動態・機能利活用に関する研究開発 

海洋表層から海底にいたる膨大な海洋空間及びその地下空間には、多様な生物や微生物で構成さ
れるそれぞれの環境に適応した多様な生態系が広がり、その存在と機能が海と生命の惑星＝地球の基
盤をなす独自の進化や多様性創出・維持に大きな役割を果たしてきた。さらに、その極限ともいうべき深
海や、氷に閉ざされた極域、その下に広がる海底下等の環境は、多くの未知系統・機能・生理を有する
微生物から構成される極限環境生態系が存在し、まさに地球に残された最後の生命フロンティアといえる。
これらの生態系は、地球生命史を通じた大規模な地球環境変動だけでなく、地球温暖化や海洋酸性
化のような地球生命史から見ると短期・局所的な時空間における環境変動や海域地震・火山活動とい
った地球内部変動にも、直接的あるいは間接的な影響を受ける。現在の海と生命の惑星＝地球がどの
ように誕生し、現在まで進化してきたのか？そして現在から近未来にかけての地球環境の変化は海洋生
態系に対してどのような影響を与えるのか？本課題では、JAMSTEC が持つ深海調査機能を最大活用
し、海と生命の共進化史の解読、未到極限生命フロンティアの探査、及び未知なる微生物や大型動物
までを網羅した海洋生態系の多様性・機能・動態の理解を通じて、地球環境変動と海洋生態系の相
互作用に対する科学的・技術的な知的基盤を構築するとともに、海洋生態系特有の機能の利用や付
加価値の創出を推進することによって、人類の知的資産の創造や産業界等における新たなイノベーショ
ンの創出に貢献するための研究・技術開発に取り組む。 
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① 海洋生態系研究 
本課題では、（１）（２）（４）の各課題及び WPI-AIMEC と協働し、海洋表層から海底への

エネルギー・物質フローが卓越する普遍的海洋環境や、海底から海洋表層に向けたエネルギー・物質フ
ローが存在する特異的海洋環境における、物理・化学的特性と生態系の分布・構造・機能の探査・観
測を行い、観測データと理論・実験に基づく検証を通じて環境変化と海洋生態系の応答・相互作用の
基盤的理解を導く。また（５）と連動してその理解をモデル化することにより、対象海域における近未来
及び中長期的な海洋生態系変動を可視化するとともに予測基盤構築に資する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 人類起因型海洋危機の解決に向けた海洋生態系機能活用のための海洋利用プラットフォーム（陸
上・海洋）の運用と海洋環境・生態系データの収集及び得られた知見の社会実装体制の構築を進
める。 

・ 普遍的海洋環境における海洋生態系の探査やその分布・構造・機能の観測を通じた海洋表層から
深海底へのエネルギーや物質フローと海洋生態系の相互作用の検証に向けた手法開発を行う。 

・ 深海熱水域や湧水域における海底から海洋表層に向けたエネルギーや物質フローと海洋生態系の相
互作用の検証を進める。 

・ 航海や陸上調査に基づく、培養やメタゲノムやウイローム等のオミクス解析による海洋生態系探索、底
生生物等の分散・伝播に向けた生物学的因子データの取得及び生物機能と物質循環の相互作用
理解に向けた定量的化学・同位体・活性データの取得を行う。 

・ また、これらの調査航海や実験に基づく研究のオープンサイエンス化を促進することにより、次世代人材
及び分野融合研究者の育成に資する。 
 

② 極限生命探査研究 
本課題では、これまで機構が確立してきた海洋極限環境における生命圏・微生物探査研究のレガシ

ーを継承・発展させ、メタオミクス解析や独自の技術を用いた新たな方法論の導入と未到極限環境
（超深海や低温熱水循環）の探査によって、多くの未知系統・機能・生理を有する微生物や未発見
生物から構成される極限海洋生態系の構造と機能の理解を通じて、生命活動の限界や生命機能の
理解の拡張、生命と地球（海洋）の共進化プロセスの解読、あるいは地球や海洋の物質循環におけ
る未解明プロセスや作用の理解、に結びつける。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 前弧域蛇紋岩化流体やアウターライズ熱水循環などの未到領域における新たな極限生命生態系の
探査を行い、そのエネルギー・物質フロー・（微）生物群集の構造と機能解明のための統合的解析を
行う。 

・ 液体・超臨界二酸化炭素やメタン湧出域における極限生命生態系の構造と機能の理解に向けた調
査とデータ取得を行う。 

・ ダークマター微生物、共進化プロセスのキーストーン微生物、原生生物及び動物、これらに潜むウイル
ス、の培養・分離・同定と、ゲノム・生理機能特定のための解析を行う。 
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・ また、これらの調査航海や実験に基づく研究のオープンサイエンス化を促進することにより、次世代人材
及び分野融合研究者の育成に資する。 
 

③ 海洋地球生命史研究 

本課題においても、これまで機構が確立してきた「地球における生命の誕生と初期進化」研究のレガシ
ーを継承・発展させるとともに、その後の地質学的時間スケールで海洋環境に起きた「光合成の誕生」
「真核生物の誕生」「多細胞生物の誕生」といった重大地球生命共進化イベントに対しても、理論・地
質記録解析・実験に基づいた地球環境変動史の解読と、現存（微)生物の環境変動に応答する生理
機能や遺伝因子の特定と系統解析に基づいた生命進化プロセスの再現、を統合することによって、海洋
地球生命史の新たな解釈や仮説・シナリオの提示と普及に結びつける。また、地球を含めた太陽系にお
ける海洋の起源や普遍性に迫る新たな海洋像の描出を通じて、地球における生命の誕生・進化との普
遍性や特異性に関する新たな知を創出する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 液体/超臨界 CO₂化学進化や深海熱水電気化学代謝、冥王代―太古代の大気―海洋環境にお
ける物質循環の再現等、諸素過程の実験と検証を行うとともに、「液体/超臨界 CO₂化学進化説」と
「電気化学メタボリズム進化説」の融合を図り、決定版「深海熱水での生命誕生シナリオ」の創出を進
める。 

・ 現存微生物の形態・生理・代謝・ゲノム進化に関する新たな科学的根拠に基づく最新版「光合成の
誕生シナリオ」や「真核生物の誕生シナリオ」の創出に向けた実験的検証を行う。 

・ 独自の「多細胞生物誕生」に関する仮説の構築に向けた理論的検証を行う。 
・ また、これらの調査航海や実験に基づく研究のオープンサイエンス化を促進することにより、次世代人材
及び分野融合研究者の育成に資する。 
 

④ 海洋バイオリソース展開・応用研究 
本課題では、これまで機構が確立してきたバイオテクノロジーに関する基盤研究や海洋バイオリソース

開拓を継承し、海洋バイオリソースの潜在的価値を広く社会へ浸透・拡大させる活動や成果発信を通じ
てその利活用と社会実装の拡大に結びつける。さらに、探査研究で得た知見・サンプルをリソース化する
為の技術開発（シーケンス技術、生物情報学的解析ツール、及びシングルセル・単一分子解析技術に
よるスクリーニング手法等の開発）、及び探査研究で得た知見・リソースを活用する応用研究（微生物
やその遺伝子を活用したバイオものづくりに向けた応用研究、微生物生態系機能を複合的に利用するエ
ネルギー・炭素変換や材料分解・腐食への合成生態学的応用研究、及び人工細胞応用研究）によっ
て研究開発・利活用基盤を構築する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 環境試料・分離株を中核とするバイオリソース提供を推進するための微生物株の確保・維持・拡充等
を進めるとともに、対外的営業活動によるバイオリソース利用の効率化等に向けた取組を行う。 
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・ 深海・地下環境と特異的微生物生態系機能を利用した CO2 固定、物質生産・分解プロセス、金属
腐食や有用金属回収プロセス等の現場観測・再現実験による検証を行う。 

・ ハイスループットスクリーニング技術やシーケンス技術・生物情報学ツールに基づいた海洋微生物生態
系の有用機能の解析とその応用に向けた開発を進める。 

・ 人工細胞技術に基づく物質生産システムの社会・産業利用の促進に向けた開発及び利活用例の拡
大を進める。 

・ また、これらの研究開発において達成された技術やアイディアの応用展開によって、 産学官との連携・
共同研究を促進する。 
 

（４）海洋地球の物質科学と資源の持続的活用に資する研究開発 

我が国の周辺海域には、自然起源由来の地球システムの根幹をなす物質（元素、同位体、化
合物等）や人為起源由来の海洋汚染物質（マイクロプラスチック等）も広く存在している。加えて、
海洋資源（鉱物資源、エネルギー資源等）が多様な組成と形態で存在している。これらの物質の多
くは、起源・組成・分布・相互作用の時空間的変動の要因・環境影響等の理解が未解明のまま残さ
れている。また、人為起源物質の環境調和的な活用や低負荷の素材開発が求められている。 

このため、機構は、上記の多様な物質に着目し、その物質動態像・資源形成機構・環境影響の
解明を目指すとともに、高い化学分析能力を最大活用し、対象とする物質の機能を詳細に把握し、
上記の未解明問題の解決に資する研究開発を進める。そのために、海洋・陸域における、物質科学・
地球惑星科学に関わる多角的な観測を実施し、物質動態の理解及び将来予測等に取り組む。 

これらの研究開発を通じて得られた先進的かつ学際的な分析技術・調査技術の知見や基礎デー
タを国内外の研究枠組みに還元する。また、国内外の大学、関係研究機関等との連携により、資源
の分布や環境影響の推定を含めた水圏―地圏―生命圏の統合的理解の体系化、有用物質機能
の利活用の推進及び社会課題解決に向けた取組等に貢献する。 

 

① 地球及び自然界の元素・分子群の時空間的な相互作用と物質動態の解明 
本課題では、自然起源由来の地球システムの根幹をなす物質（元素、同位体、化合物等）を高

度な技術で把握し、化学進化、生命活動や物質動態の素過程、生物圏の時空間変動、自然界の生
元素循環プロセスを高精度に読み解く研究を行う。そのために、軽元素・有機分子・有機物及び金属錯
体分子に着目した新たな化学指標を開発する。次に、これらの新たな手法を応用し、水圏、海洋底・大
陸などの地圏、及び大気圏の相互作用や、物質動態、地球環境変動に伴う生物圏変動等を統合的
に解明する。さらに、その結果を用いた解析やモデリング、及び地球環境史の解読を含めた物質情報の
時空間的な可視化と予測を行い、（１）～（３）と連携する。これらを踏まえ、物質科学・地球惑星
科学の進展を主導し、得られた知見や技術を社会に還元する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 生命圏の中心代謝化合物であるアミノ酸・核酸塩基・クロロフィル等の精密分析を応用し、自然界に
おけるエネルギー循環、物質循環に関する基礎情報を取得・評価する。アミノ酸・核酸塩基の分子多
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様性のほか、ペプチド・ヘム・糖類等を評価する方法論に加え、有機硫黄化合物や有機リン化合物な
ど自然界に存在する有機―無機複合体の評価を行うための方法論の作成に着手する。 

・ 炭素・窒素・硫黄同位体比微量測定システム、中赤外レーザー分光法による微少物質の炭素同位
体比の微量分析システム、分子レベル放射性炭素同位体分析法、海洋試料中の有機金属分析に
関する方法論の確立と応用を行う。地球物質や太陽系物質を含む自然界において、各種化合物・
各種生物が担う機能と背景に関する新たな知見を得て、それらに基づいて社会との連携を行う。 

・ 海洋―地球―惑星システムという視点に立ち、太陽系に存在する元素の平均組成を有する小惑星・
小天体の詳細解析から、水の起源、海の起源、塩の起源、有機分子の初生的な物質科学性状につ
いて解明し、太陽系形成時及び地球形成前に起きていた物質進化の記載に着手する。 
 

② 天然物や鉱物を含む海洋物質と資源形成機構の解明 
本課題では、我が国の国土や領海に分布する多様な海洋資源（鉱物資源、エネルギー資源等）

を、海洋・地球全体から元素・分子レベルにおよぶミクロからマクロまで多様な時空間スケールで捉え、資
源成因論の理解を深める。鉄マンガンクラストや熱水鉱床などの海洋資源の形成は、海洋底や海底下
における現在進行形の元素の濃集現象であり、地球内部活動や熱水活動だけでなく、物質の沈降・堆
積作用、吸着を含む化学・生物作用など、輸送媒体としての「水」を含む様々な因子の物理・化学・生
物学的な相互作用を背景とする。そのため、地球物理学・鉱物学・地球化学に基づく先端的手法を用
いた調査を行い、その背景となる物理場・多様な化学種を含む地球深部物質の生成・移動・貯留や濃
集の素過程解析及びシミュレーション技術を高度化する。資源成因論の体系化を見据え、（２）及び
（５）と連携して、持続的な利活用に向けた社会の要請に応えるとともに、大学や公的研究機関、関
連する業界との協働を進め、一連の研究開発で得られた知見、データ、技術基盤を社会に還元する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 海底熱水鉱床に関しては、既存データ・試料を活用して物性計測の技術確立と物性データの拡充を
図る。また、既存の電気・電磁探査及び自然電位探査による物理探査データの解析・とりまとめを行う
とともに、民間船舶を利用した調査航海を実施する。さらに、流体流動シミュレーションによる資源濃集
過程の解明に向けた基礎的な解析を開始する。 

・ コバルトリッチクラスト・マンガンノジュール、レアアース泥といった酸化物鉱床を構成するマンガン・鉄水酸
化物及び粘土鉱物や微生物等の多種の固相表面での化学反応の解明、元素濃集に関連するプロ
セスや環境因子を明らかにするための手法開発並びに既存試料を活用した試験的な分析を推進する。 

・ 機構が所有する探査技術の民間移転を図り、民間企業による CSEM 探査を実現するとともに、戦略
的イノベーション創造プログラムに対してレアアース探査ユニット及びレアアース精錬ユニットを通じた貢献
を行う。 

・ 元素/同位体及び分子/結晶構造の微小領域・高精度分析の基盤を整備し、地球型惑星の表層か
らマントルにおける酸化還元状態、水の分布、元素輸送、構造変化の解明に向けてその適用を開始
する。 
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③ 海洋汚染物質の評価と予測に資する研究開発と環境低負荷素材の研究開発 
本課題では、人新世における持続可能な海洋の構築と効果的な海洋環境保全の実施に資するため、

長期的視野に立って継続的に海洋汚染物質（マイクロプラスチック等）並びに関連する環境指標物質
の動態や挙動の現状把握、低負荷素材の開発を推進する。外洋や深海あるいは沿岸に至る環境で研
究船等を活用した生物・化学データを含む観測・データ収集等を実施する。（１）と（５）の進めるデ
ータ科学と連携して、観測データ分析技術開発やデジタルツイン等も活用した海洋汚染物質の動態理
解及び環境変化等に伴う事象予測の高精度化を推進するとともに、環境調査データを収集・共有する
環境情報データベースの充実を図る。海洋汚染物質に係る国際枠組み等との協働や国内の産官学民
の各セクターと連携し、持続可能な開発・利用と保全に資する公益的知見を創出し、海洋環境にやさし
い素材の社会実装に向けた科学的知見を提供する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 海洋環境中のプラスチックの観測・データ収集や海洋環境情報把握強化に向けた技術開発、海洋バ
イオマスの特性把握と環境低負荷物質の材料開発を推進する。 
 

（５）海洋地球情報の高度化及び将来予測のためのデジタルツインに関する研究開発 

本課題では、海洋、地球、生命と人間活動の相互作用とその将来変動の予測を行い、社会課題の
解決に資する海洋地球デジタルツインの構築を行う。また、海洋地球デジタルツインの構築において、観
測・分析データに基づいて物理的・化学的・生物学的プロセスの変化や応答、プロセス間の相互作用を
精密に再現することができるデータ科学、数理科学・計算科学を活用した情報地球科学研究を進める。
これらの研究開発により、（１）～（４）で得られた膨大なデータと先端的大規模シミュレーションをも
とにした海洋地球デジタルツインを構築し、具体的な事例に適用した海洋地球生命に関して科学的知
見に基づいた付加価値の高い情報を創生し、社会に向けたその効率的な発信を進める。これらの取組
により、気候変動対応や防災・減災等の様々な分野の社会的課題の解決に貢献する。 
 

① 海洋地球デジタルツインの構築と展開 
現実空間から得られる様々な海洋地球観測情報をシミュレーションモデルやデータ駆動型手法等によ

りデジタル空間に表現し、両者の統合的な連携を可能にする「海洋地球デジタルツイン」を開発する。こ
の「海洋地球デジタルツイン」を活用することで、複雑に絡み合う地球システムの相互関連性の発見・解
明につなげるとともに、その相互関連性に基づいた付加価値情報を様々な利用者ニーズに即して最適
化し、より価値のある情報として社会に提供する。本課題では、（１）～（４）の各課題及び WPI-
AIMEC と協働し、海洋生物デジタルツインと極端気候・海洋デジタルツイン等のデジタルツイン群を発展
させる。さらに、これらのデジタルツイン群をもとにしたツール・データを活用するための基盤を整備し、アジア
を中心とした国際的なネットワークとして展開する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 海洋生物デジタルツインと極端現象デジタルツインのそれぞれの構築に向けて、成果の活用が想定され
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るユーザーを明らかにするとともに、そのニーズを踏まえたアプリケーションの初期設計を行う。その設計結
果を踏まえ、必要な要素技術の検討を行い、それぞれの技術に関する研究開発を進める。 
 

② ビッグデータの利活用と付加価値情報創生のためのデータ科学研究 

海洋地球生命科学におけるビッグデータを用いた学術的な理解の深化と付加価値情報創生の高度
化に資するデータ科学手法に関する研究開発を実施する。特に海洋地球生命科学に特化したマルチモ
ーダル生成 AI による知識の体系化と利活用に関する研究開発、プロセス駆動型アプローチとデータ駆動
型アプローチを融合した予測または解析の高度化に関する研究開発を実施するとともに、分野横断型の
研究開発を推進する。これらにより、観測やシミュレーションを始めとする海洋地球生命科学における多
様なデータを用いたデータ科学研究においてコミュニティをリードするとともに、各課題との連携強化を通じ
て機構全体における成果創出の最大化に貢献する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 海洋地球生命科学に特化したマルチモーダル生成 AI 及びプロセス駆動型モデルとデータ駆動型モデル
の融合に関する研究開発を進めるとともに、デジタルツイン基盤への貢献を目指して各課題の具体化
を行う。 
 

③ 海洋地球生命科学に遍在する非線形現象の数理の探求 
本課題では、現象の背後にある普遍的な性質を捉える数理科学的アプローチ、並びに精緻にモデル

化する計算科学的アプローチにより、海洋地球生命科学の根幹をなす非線形現象の数理を発見・解
明することで、海洋地球生命分野の横断的研究開発に貢献する。数理科学的手法を観測データ等に
適用して、海洋地球生命分野に遍在する非線形現象を司る時空間相互作用の仕組みを発見・解明
する。並行して、計算科学における大規模計算及びデータ解析の技術開発を行い、海洋地球生命分
野に潜む階層性を解明する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 非線形現象の普遍的な性質を捉える数理科学的手法の開発を進めるとともに、デジタルツイン基盤へ
の貢献を目指して各課題の具体化を行う。 

・ 非線形現象を精緻にモデル化するための計算科学的アプローチを開発することでデジタルツイン基盤へ
の貢献を目指して各課題の具体化を行うとともに、これらの技術の高度化を通じた社会実装を推進す
る。 
 

（６）先端的な海洋エンジニアリング研究とシステム開発 

本課題では、海洋エンジニアリングに関する基礎研究及び要素技術開発を推進するとともに、そこで
培った技術及び得られた知見に基づき、他の研究機関及び民間企業等がもつ技術も組み合わせたシス
テムの開発及び技術実証に取り組む。これらの取組を踏まえ、民生利用・公的利用されるシステムを効
率的かつ確実な手法で確立することにより、（１）～（４）の研究を推進するとともに、我が国の技術
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優位性・自律性の確保を示し、MDA や経済安全保障に貢献する。 
 

① 先端的な海洋エンジニアリング研究 
特に広大かつ大水深への対応が可能な海洋調査・深海探査システムの実現に向けて、高精度化、

無人化・省力化、効率化、小型化等を目指した工学的な基礎研究や基盤技術開発を強化、推進す
る。特に、通信・測位・探知の性能向上に関する研究開発、探査機の航走・航行・サンプリング行動に
関する研究開発、各種センサの技術開発などにより、複数のビークルやランダーシステムに活用できる通
信測位のネットワーク化及び探査システムの機能自動化に資する研究開発を行う。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 探査・観測システムの発展に必要となる新たな探査・観測手法やその行動を実現するための手法に関
し、必要な要素技術の検討を行い、それぞれの技術に関する研究開発を行う。 

・ 深海域におけるプラットフォーム間の通信測位について、通信と測位を統合化し、高速化・高精度化を
可能とするシステムの実運用機の設計を行う。 
 

② 統合的なシステム開発 

（イ）海洋探査・観測システムの技術開発 
大深度における探査機能の発展については、新技術の活用による、または、複数の探査機等による

新しい探査システムを考案し開発を推進する。新しい探査システムの中核技術として、AI を活用した探
査行動や自律行動の強化、探査システムのダイナミクス解析技術の開発及び複数の探査機等の連携
技術の開発のうえ、多様な探査機能の開発及び機能拡張性の高い探査システムの技術開発を行う。
そして、新しい探査システムにより、それぞれの探査機等の機能を利用し、大深度からのサンプリングを目
指す。 

また、海洋観測機能の発展については、新たな観測の実現や観測精度の向上、観測の自動化及び
現場観測化ができるシステムを考案し、海域での試験を経てこれまでより手軽な海洋環境の長期間・高
頻度観測の実現を目指す。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 海底設置型ランダーステーションと小型自律型無人探査機（Autonomous Underwater 
Vehicle。以下「AUV」という。）からなる、深海域にて海底物の採取を行う「フルデプス対応試料採
取探査システム」の開発に向けて、小型 AUV の開発を進め、海域試験にて機能確認を実施し、「フル
デプス対応試料採取探査システム」の開発に向けた技術課題の整理を行う。 

・ 探査システムの探査行動に関し、AI を活用した自動検出アルゴリズムの開発を行い、既存データでの
性能評価を行うとともに、探査システムへの実装の準備を行う。 

・ 探査システムの自律行動に関し、AI や新技術を活用した自律行動の強化に係る研究開発を行い、
水槽試験により個々の行動の評価を行うとともに、探査システムへの実装の準備を行う。 

・ 従来型のブイ形式等に置き換わる新たな海洋観測システムの開発及び長期間にわたって海中をモニタ



17 

ーする観測システムの開発に向けて、必要となる技術の選定及び設計に向けた検討を行う。 
 

（ロ）機動的調査システムの技術開発 
従来の研究船による探査機等の運用には、運用人員及び移動に要する時間の両面での機動性に

制限がある。そこで、省人化した輸送システムに探査機や調査機器を搭載して運用を行う、機動性を高
めた探査システムの構想を立案する。機動的探査システムの中核技術として、探査機等の自動での投
入及び揚収を行う技術の開発、及び探査機等の搬送・調査活動・帰還の一連の運用の省人化自動
化を実現する統合管制の役割を担う統合制御技術の開発を行う。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 探査機の自動揚収に重要な誘導・ドッキング・揚収吊上げ等の要素技術を実装した試作機を設計・
製作し、各種試験により機能の検証を進める。 

・ 探査機等の運用を統合管制するシステムの試作機を設計・製作し、シミュレーションによりその機能の
検証を進める。 
 

（ハ）海洋空間の常時モニタリングシステム開発 
海洋の状況を経時的・一元的にモニターする技術は存在せず、これまでは観測フロートや船舶による

限定された計測に頼らざるを得なかった。そこで無人洋上航走体による自動的な海洋データ取得と数値
シミュレーションによって海洋環境の時系列変化を把握し、さらに、アレイ配置されたハイドロホンによる海
洋音響観測と音響データ解析によってその空間を通過する物体の移動様態等を把握する総合的なシス
テムを開発する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 海況環境の時系列変化の把握を実現するための洋上航走体の開発・海域試験及びシミュレーション
の精度向上を進める。 

・ ハイドロホンによる海洋観測を遂行するために必要な現地調整やデータ収集に必要な現地での機器
設置・回収作業・解析を進める。 

・ 音響データからの情報抽出、カタログ化、さらに音響データの類別技術の開発を進める。 
 

２．新たな価値を実現する海洋科学技術の研究開発基盤の維持・強化 

機構は、海洋科学技術における中核的機関として、世界最高水準の研究成果の創出とその最大化
を図るため、海洋研究プラットフォームや計算機システム等の海洋科学技術を支える研究開発基盤の整
備・運用を着実に行うとともに、研究開発基盤を支える技術研究開発を強化する。また、研究開発基
盤等及びその成果に関する情報を積極的に発信するとともに、関係機関との連携・協力関係を構築し、
国内外の研究者・技術者による研究基盤の利活用を広く促進する。 
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（１）海洋研究プラットフォームの整備・運用・供用及び技術的向上 

機構が保有する海洋研究プラットフォーム（海洋等を調査・観測するための船舶や有人潜水調査船
を含む探査機、調査システム)及び関連する施設・設備について、着実な整備を行うとともに、安全性を
確保、法令・規制等を遵守し、地球環境に配慮した持続可能な運用を行う。また、その機能及び運用
技術の継続的な向上に取り組む。これにより、１．で示した地球環境の動態、地震や火山に関する諸
現象、海洋生態系の構造や機能及び物質動態像・資源形成機構・環境影響の解明等の研究成果
の最大化に貢献する。 

加えて、研究開発成果の円滑な創出に資する観点から、これら海洋研究プラットフォームの各利用者
に対する適切かつ高品質な支援の提供に努める。さらに、海洋研究プラットフォームを有効かつ効率的に
活用し供することで、適切な外部資金の確保に努め、機構の研究成果の最大化に資するとともに、各
利用者や関係機関等、ひいては我が国のみならず世界の海洋科学技術の水準向上に貢献する。 

これらの取組を実施するにあたっては、プロジェクトマネジメントの手法を取り入れ、適時適切な見直し
を行うとともに、必要な人材の確保のため、積極的な対策を講じ、各種技術の伝承に努め、海洋科学
技術に携わる人材の裾野拡大にも貢献する。また、国際的な枠組み等を主導する役割を担うとともに、
積極的な成果発信に取り組むなど、海洋科学技術における中核的機関としてのプレゼンスを発揮する。
さらに、今後の深海探査システムの在り方について、国の提言に基づいた検討を行い、大深度におけるサ
ンプリング機能の維持・強化に努める。 
 

① 海洋研究プラットフォームの運用 
機構が保有する海洋研究プラットフォームについて、環境面も含めた各種規制等への対応、乗船者の

健康管理も含めた安全管理の更なる増強・徹底及び乗船に係る各種手続き等の利便性向上に取り
組むなど、これまで以上に効率的かつ持続可能な運用を目指すとともに、我が国海事産業への貢献を
図る。特に、「ちきゅう」については「今後の海洋科学掘削の在り方について」（科学技術・学術審議会
海洋開発分科会（2022 年 12 月））による提言等に基づき、（新たな国際海洋科学掘削計画
（IODP３）の下、機構が策定した科学掘削計画に基づき運用する。我が国初の砕氷研究船となる
「みらいⅡ」については、引き渡し・就航を着実に進めるとともに、引渡し後は氷海域を含む異なる環境下
での慣熟航海を実施する。さらに、学術研究船については、学術研究の発展を目的として、大学及び共
同利用・共同研究拠点である東京大学大気海洋研究所と協働して年間 397 日程度のシップタイムを
確保した上で運航・運用する。 
 

② 海洋研究プラットフォームの機能向上、老朽化対策、将来の運用計画策定 
機構が保有する海洋研究プラットフォームについて、建造からの経過年数や機器の耐用年数等の状

況を踏まえ、①及び③の内容も考慮しつつ、継続的な機能向上及び老朽化対策等に取り組む。また、
今後厳しい改訂が見込まれる海事関連の国際ルール、環境対策における国際動向及び諸外国におけ
る海洋研究プラットフォームの運用状況等も踏まえ、機構が将来実現すべき姿を見据えた海洋研究プラ
ットフォームのありかたを検討する。特に、科学技術・学術審議会海洋開発分科会（令和 6 年 8 月）
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による提言「今後の深海探査システムの在り方について」に基づき、「しんかい 6500」の母船機能に留ま
らず、将来開発すべき次世代深海探査システムに対応し、既存の支援母船「よこすか」以上の調査観
測機能を有する次世代深海調査研究船を検討する。具体的には、船舶としての基本的な設計を進め
るとともに、次世代深海調査に必要となる機能及びその技術要件を定義し、システム全体として船舶の
設計に統合していく。並行して「しんかい 6500」については、今後も引き続き安定運用を行うべく、整備
計画を策定し、機器の刷新等の老朽化対策を着実に進めるとともに調査観測機能の向上に取り組む。 
 

③ 国内外の連携による海洋科学技術の推進 
海洋研究プラットフォームを用いた更なる科学成果創出のため、国内外の関係機関等との連携を強

め、国際ワークショップやシンポジウムを通じて国内・国際科学コミュニティのニーズを的確かつタイムリーに
捉えつつ支援し、それらのニーズに応えられるような海洋研究プラットフォームの運用を行うと共に、得られ
た成果を積極的に発信する。また、これまでの運用や各種機器等の開発にて培われた知見や技術を関
係機関等に展開・供用することで、国際的な海洋研究中核機関としてのスタンスを明確にする。さらに、
関係機関間の人材交流を行い、運用等の技術の共有を図るとともに、将来必要となる人材の確保のた
め、積極的な対策を講じる。加えて、高知大学と連携・協力し、国際コアレポジトリとして高知コアセンタ
ーを運用する。具体的には、令和 8 年 6 月に、日本、オーストラリア、ニュージーランド、フランスの海洋研
究機関による会合を機構が主催し、国際ルールを含む船舶等の運用に関する最新情報の交換及び対
応の協議、人材交流の模索等の連携促進を主導する。 
 

（２）計算機システム等研究開発基盤の整備・運用・供用及び技術的向上 

機構が運用・整備する計算機システム等及び関連する施設・設備の安定的な運用・供用と関連する
技術研究開発を通じて、国内外の利用者への支援を行うとともに、研究成果情報等の収集・管理・公
開基盤及びデータ連携基盤の整備並びに関連技術の高度化を行い、様々な研究データ・サンプル情報
や付加価値情報の効果的かつ効率的な情報発信を行う。 

これらの取組は、国内外や関係機関と密接な連携を図りつつ、海洋科学技術を支える計算機システ
ム等の研究開発基盤の利活用を積極的に推進することにより、我が国のみならず世界の海洋科学技術
に関する研究開発に貢献する。 
 

① 計算機システム等の安定的な運用・整備 

海洋地球デジタルツインの構築を含めた機構の海洋地球科学研究と成果発信に資するため、大型
共用計算機並びに大規模ストレージ等からなる大型計算機類の安定的運用と適切な整備を行って供
用し、計算技術に関して利用者を支援する。また国等の研究プロジェクトや我が国の共用基盤の一環と
して計算資源を提供し、機構外を含めた研究コミュニティ全体に海洋科学技術における中核的機関とし
て貢献する。さらに、計算科学技術やシステム運用の効率化技術等の大型計算機類に関連する技術
研究開発も行う。 
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令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 大型計算機類の安定的な運用や供用を行い、利用者への支援を行う。 
・ 地球シミュレータ（ES5）や大型計算機システム等の更新を着実に進めるとともに、デジタルツイン基
盤への貢献に向けて大型計算機システムの将来構想を検討する。 

・ 大型計算機類に関連する計算科学技術やシステム運用の効率化技術の研究開発を行う。 
 

② データ連携基盤の運用・整備 
海洋地球デジタルツインの構築に必要となる多様なデータを効率的に連携させるためのデータ基盤機

能を整備する。この機能を大型計算機類等に具備してデータサービスを構築し、様々な研究データ・サン
プル情報や付加価値情報の発信に使用するとともに、機構外とのデータ連携等を促進する。データ連携
基盤機能は、効率的かつ情報セキュリティを確保した上で運用を行うことを視野に入れた実装を行う。さ
らに、運用の効率化やデータの利活用を促進するために AI 技術等を活用した基盤機能の高度化に取
り組む。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ デジタルツイン基盤を構成するデータベース基盤環境の整備・運用及びデータサービス基盤の構築を行
う。 

・ 各課題の AI 技術等を活用したデータ基盤機能等の高度化を進める。 
 

③ 研究成果情報の管理・発信 
オープンサイエンスに関わる我が国の政策、国際的な枠組み、プロジェクトの推進に貢献するため、機

構が研究開発基盤等によって取得した研究成果情報を管理し、効果的かつ効率的に発信するための
コンテンツ及び情報発信手法の開発を行う。その実行のためのガイドライン・体制の整備及び運用フロー
の最適化、体系的な情報の収集、分析、加工及び保管を実施するとともに、関連技術の高度化を図り
ながら、国際的な連携推進強化のための環境整備に取り組む。機関・地域の連携により、機構の研究
成果情報等を社会へ発信する。さらに、社会課題解決に貢献するため、社会課題情報・データ等の収
集機能整備を推進し、研究者へ提供する仕組みを構築する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 研究成果情報の管理・公開システムの安定的な運用とその改良のための開発を進める。 
・ 学術論文及び根拠データのオープンアクセス化を実現するためのガイドライン・体制の整備及び運用フロ
ーの構築を行う。 

・ 社会課題に対応するためのニーズ情報収集機能及び機構研究者へ情報提供する仕組みを構築し、
デジタルツイン基盤の開発に貢献する。 

・ 国際的なデータベースとの情報連携強化及びその実現に向けた関係機関との連携協力体制の強化
を行う。 
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3．研究開発成果の発信を通じた共創・循環システムの構築 

研究開発活動により創出された成果及びそれに世界の先端技術動向の状況分析を加えた情報発
信により、若年層の海洋科学技術への理解の促進と「知の先端を切り拓く科学技術」への興味と関心
の喚起を図る。また、産学官の多様なセクターとの連携・協働の深化による社会還元を促進するとともに、
国内外の政策立案者、プロジェクト関係者への海洋科学技術政策に対するインプットを行う。さらに、こ
れらの情報発信を通じた社会からの反応を分析し、基盤的研究開発にフィードバックする共創・循環シス
テムを構築して、知の創出を加速する。 

 

（１）普及広報活動の推進と未来を担う海洋科学人材の育成     

① 普及広報活動の促進 
海洋に起因する地球規模現象や地球生命の科学的理解に資する研究開発を始めとする機構の取

組が、広く認知、理解、支持されるよう、国内外で、対象者の属性を踏まえた戦略的な広報活動を行う。 
・ 保有する広報ツール（ウェブサイト・SNS 等）、拠点施設、設備及び船舶等を活用し、機構の研

究開発についてわかりやすく工夫した広報活動を行う。 
・ 機構だけでは広報活動が難しい層へも周知するために、各種メディア、企業・団体、博物館等、分

野を問わない様々な外部機関と連携し、双方が相乗効果を生み出す取組を行う。 
・ 時宜に応じたプレス発表を実施するとともに、記者説明会等を行うことで、マスメディア等を通じた理

解増進を深める取組を行う。   
 

② 未来を担う海洋科学人材の育成      
海洋科学技術分野の将来を担う次世代人材の育成及び裾野の拡大に貢献するため、小中学校や

高等学校等の教育機関、地方公共団体等との連携を通じて、学校段階に応じた体系的な取組を推
進する。具体的には以下の施策を実施する。 
・ 機構の研究開発で得られた成果、画像、映像等を活用して学習指導要領に沿った教材を制作

し、地方公共団体、教育機関等の外部機関と連携・協力して学校等の教育現場における利活
用を促進する、海洋 STEAM 教育を企画立案・実施する。 

・ 高等学校の探究型学習においても、教材を応用した活動及び取組を推進する。 
・ 教育系の大学や教育機関等と連携して、海洋 STEAM 教育の理論や実践の実効性にかかる探

究を行い、事業の発展及び着実な推進を図る。 
・ 上記に加えて、将来の海洋科学技術分野を担う大学生や大学院生等に対し、海洋科学技術に

触れる情報を積極的に発信する。また、連携大学院や国等が推進する人材育成事業等を活用
した若手研究者・技術者や大学院生等の受け入れを行う。 
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（２）産学官との共創によるイノベーションへの貢献 

① 産学官との連携・共創        
機構が行う研究、運用、技術開発の場から創造される知（ノウハウ、アイディア等を含む知的財産及

びデータ等）を用いたあらゆるステークホルダーとの連携・共創を通じて社会的・政策的な課題の解決を
推進する。国、地方公共団体、大学、研究機関、民間企業等との共同研究・プロジェクトの実施や、
研究者・技術者の人材交流、情報交換、交流会（機構自らが実施するものを含む）への積極的な参
画により、社会的ニーズを的確に把握するとともに訴求効果を考えた成果の発信を行うことで最終的に
国益の増大と人類の科学的知識の増大を目指す。世界初の連続採鉱技術等の確立を目指す内閣
府の戦略的イノベーション創造プログラム第３期「海洋安全保障プラットフォームの構築」においては、関
係機関と連携のもと、機構が保有する地球深部探査船「ちきゅう」を用いて、レアアース生産技術開発
等のミッション達成に貢献する。さらに、戦略的イノベーション創造プログラム第３期の成果を踏まえ、我が
国における産業に不可欠とされるレアアースの安定供給に向けた政府等の取組に貢献する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 展示会や異業種交流プログラム等の機会を通じて、国、地方公共団体、大学、研究機関、民間企
業等との交流や情報交換、マッチングを推進し、連携体制を構築する。 

・ 包括的連携協定や連携大学院協定を管理・活用することにより効率的に産学官のネットワーク構築と
共創事業を推進する。 

・ 地方公共団体が主体となり実施する産学官連携を推進する協議会等（海洋都市横浜うみ協議会
等）に参加し、海洋産業振興施策や人材育成施策等に係る支援を行う。 
 

② 研究開発成果の活用促進  
研究開発成果から得た特許、ノウハウ、アイディア等の知的財産については、社会的ニーズを踏まえた

利活用の拡大を図り、ライセンス収入につなげる。さらに、知的財産に限らない機構の技術力やリソース、
研究開発成果として得られたデータ等については、それらの価値や特性を最大限踏まえて戦略的に活用
する。時宜を得た方法でこれらを収益化することで、機構の研究、運用、技術開発に資する原資として
還元し、研究開発力の更なる強化へとつなげる。 

加えて、機構の研究開発成果を事業活動において活用し JAMSTEC ベンチャーとして起業化しようと
する者（成果活用事業者）に対して、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」（平成
20 年法律第 63 号。以下「活性化法」という。）に基づき、出資並びに人的及び技術的援助を行い、
機構の成果の一層の普及と新たな市場の創出を図る。支援にあたっては、専門機関・企業等との協業
によりスタートアップ支援エコシステムを構築し、相談段階から起業化までのワンストップの伴走支援により
スタートアップとしての起業化を促進させ、そのスタートアップからの実施料収入やキャピタルゲインをもって、
さらに持続性のある支援策につなげる。  

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 研究開発成果の社会実装に向けて、産業連携アドバイザーを含む専門家を交え、JAMSTEC認定ベ
ンチャーの創業や事業化・収益化を推進する。 
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・ 事業化シーズを開拓し、産業界、大学、研究機関、省庁、地方公共団体等への橋渡しや機構主体
の事業化等を通じて、その活用・展開を目指す。 

・ 海洋研究開発機構 報告会「JAMSTEC2026」を開催し、政策決定者や産業界等のステークホルダ
ーに対する機構の研究開発成果の普及を最大化する。 
 

（３）海洋科学技術に関する政策・プロジェクトへの知見の提供 

① 国際協力、国際枠組みへの貢献 
機構は、機構及び我が国の国際的プレゼンスの向上や、海洋に起因する地球規模現象や地球生命

の科学的理解を進めるための国際協力を推進する。このため、海洋科学技術分野の発展及び我が国
並びに機構の研究開発力の強化に資する、世界の海洋研究機関等との共同研究や協定等による効
果的な連携体制の構築を行う。また、これらを通じて関係する各種国際枠組み、国際プロジェクト等に
積極的に関与し、そこで行われる議論及び関連研究活動の主導や科学的知見の提供等を行うとともに、
その取組を社会に発信する。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ ユネスコ政府間海洋学委員会（Intergovernmental Oceanographic Commission。以下
「IOC」という。）について、第 59 回 IOC 執行理事会に出席し、関係者と調整及びその支援を行うと
ともに、情報収集を行う。また、我が国選出の IOC 議長の活動を支援する。G７海洋の未来イニシア
ティブワーキンググループ（Future of the Seas and Ocean Initiative/FSOI）について、日本の
ナショナルフォーカルポイント（NFP）の下で科学的助言や調整実務を行うことで、同ワーキンググルー
プの活動に積極的に関与する。 

・ その他、全球海洋観測パートナーシップ（Partnership for Observation of the Global 
Oceans/POGO）、国連海洋科学の 10 年をはじめとした持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals/SDGs）関連会合等、マルチの枠組みに係る協力又は二国間・二機関間
協力について機構のエフォートを注力すべき案件を整理した上で、それらへの準備支援及び出席をし、
関係者と意見交換及び情報収集又は科学的知見の提供等を行う。 

・ 令和 9 年度の北極科学サミット週間（Arctic Science Summit Week/ASSW）2027 の開催
に向けて国内外の関係機関と連携し準備を進める。 
 

② 海洋科学技術に関する情報収集と分析 
海洋を中心に様々な分野の政策、研究開発や技術開発動向に関する国内外の情報等の収集及

び分析等を行い、その結果を機構内外に発信する。これにより得られた意見等を機構の研究及び技術
開発に還流し、機構のポテンシャルが活きる新たな取組につなげる。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 経営的課題の情報共有と議論の場として会議を運営するとともに、海洋分野の科学、技術、産業等
の動向に関する情報を機構に還流させるため、外部の有識者を講師とする所内セミナーを企画・運営
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する。 
・ 海洋分野の科学、技術、産業等に関する調査を行い、海洋政策やプロジェクトに関連する学会等に
おいて論文投稿や発表を行うことで機構外部からの批評を受け、会議や所内セミナーを活用して機構
の新たな取組への活用を図る。 

・ 海中データの市場創出と関連するロボティクスの産業振興を目指して令和７年度に民間のシンクタンク
と 協 働 で 立 ち 上 げ た 海 中 デ ー タ ＆ ロ ボ テ ィ ク ス （ Underwater Data & Robotics 
Expansion/UDRE）事業化研究会への参画や、その他公的シンクタンク等と協働する取組を通じて、
機構のポテンシャルが活きる新たな取組につなげる。 

 

③ 我が国の海洋科学技術政策への貢献 
海洋基本計画の策定に関する議論や、文部科学省の科学技術・学術審議会海洋開発分科会で

の議論をはじめとする国の海洋関連政策の策定過程における情報の提供や提案を行う。これにより、我
が国の海洋科学技術の発展に貢献する。  

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 海洋基本計画の策定に向けた議論や、日本の成長戦略分野における議論に参加する役職員等の
説明資料の作成及び各会議体の事務局との意見交換等を通じて、国の海洋関連政策の策定過程
における情報の提供や新たな提案を行う。 
 

Ⅱ 内部統制及び業務効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置   

1. 内部統制の実施  

研究活動の国際化・オープン化に伴うセキュリティ上の新たなリスクにも対応し、機構のミッションを有効
かつ効率的に果たすため、内部統制システムの構築・運用と内部統制の推進を図り、業務の有効性・
効率性、コンプライアンス、資産の保全、財務報告等の信頼性確保を徹底した上で、適正に研究活動
を行う業務環境を構築する。   

      

（１）コンプライアンスの推進       

機構の全ての役職員は、「コンプライアンス行動規準」に示すとおり、高い倫理観と自己規律に基づき、
法令だけでなく、機構が定める諸規程や社会の一員として守るべき社会規範等も含めたコンプライアンス
を誠実に実践する。 
・ 研修等を通じて、公私のけじめ、情報の適切な取扱い、人権の尊重、風通しの良い職場環境作り、

地域・社会貢献、環境への配慮等も含めた意識づけの取組を行う。 
・ 内部統制システムが適正に運用されているか、内部監査等により点検を行い、必要に応じ見直すと

ともに組織運営に反映する。 
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・ 研究活動等における不正行為及び研究費の不正使用の防止については、「研究活動における不
正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26 年８月 26 日文部科学大臣決定）等に従
い、体制、責任者の明確化、教育の実施等、不正行為及び研究費の不正使用防止のために効
果的な取組を推進する。 

・ 万一、不正行為が発生した又はその疑いが生じた場合に適切に対応できる通報体制を整備し、役
職員に周知する。  

・ 業務の遂行に当たっては、安全の確保に十分留意して行うこととし、業務の遂行に伴う事故の発生
を事前に防止し業務を安全かつ円滑に推進できるよう、法令等に基づき、労働安全衛生管理等を
徹底する。 
         

（２）研究インテグリティ・研究セキュリティへの対応    

研究活動の国際化・オープン化に伴う新たなリスクにより、研究環境の基盤となる価値が損なわれる
懸念や研究者が意図せず利益相反・責務相反に陥る危険性が指摘される中、機構には、国際的に信
頼性のある研究環境を構築することが求められている。機構は、具体的には、政府方針を踏まえ、実効
的な研究インテグリティ・研究セキュリティを支える基盤的な取組として、客観的なレビューや適切なフォロ
ーアップの実施、研修実施・教材の多言語化等を行いつつ、不正競争防止法（平成５年法律第 47 
号）による保護を見据えた秘密管理体制の徹底も実施し、安全保障貿易管理の取組並びにⅡ．１．
（３）に記載する情報セキュリティの維持及び向上等と併せて、研究インテグリティ・研究セキュリティの
確保に努める。 

 

（３）情報セキュリティの維持及び向上  

「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大臣決定）及
び「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」（令和５年７月４日サイバーセキュリ
ティ戦略本部決定）における対策を着実に実施し、機構の「情報セキュリティ基本方針」に示された情
報セキュリティの向上のための対策を推進する。 
・ 業務の有効性及び効率性を向上させるため、機構内において ICT 技術を活用した情報の伝達が

適切に行われる統制環境を確保するとともに、日々の統制活動を通じて情報資産の保全をより強
固なものにする。  

・ 適時に情報セキュリティに関する最新情報を入手し必要な対応を実施するとともに、情報セキュリティ
リスクの感度を高く保ち、実効性のあるリスク評価やモニタリング、対策のアップデートを継続的に実施
する。 

・ 情報システムのライフサイクル全般にわたって適切に情報セキュリティ対策を実施し、計画的な更新を
行う。 

・ 役職員に対する情報セキュリティ研修等の取組を継続的に行い、機構全体の情報セキュリティ対
策の意識向上を図る。 
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・ 構内の情報取扱いにおいては、諸法令を遵守し、適切に情報公開を行うとともに、個人情報の適
切な保護を図る取組を行う。  
       

２．業務の合理化・効率化  

研究開発成果の最大化のため、経費の合理化・効率化、人件費の適正化及び契約の適正化を含
む、合理的かつ効率的な業務運営の推進に機構全体で継続的に取り組む。 

 

（１）合理的かつ効率的な業務運営の推進       

研究成果の最大化及び多様で柔軟な働き方改革の実現を図るため ICT を積極的に活用すること
等により業務運営、事務手続きを逐次見直す仕組みを構築し、その簡素化・迅速化・合理化・効率化
を図る。 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの及び拡充されるもの並びに法人運営を
行う上で各種法令等の定めにより発生する義務的経費等の特殊要因経費を除き、令和７年度を基
準として、物価等の上昇の影響を除き、一般管理費（人件費及び公租公課を除く。）及びその他の
事業費（人件費及び公租公課を除く。）について、毎年度平均で前年度比 1.01％以上の効率化を
図る。新規に追加されるもの及び拡充されるものは翌年度から効率化を図るものとする。 

 

（２）人件費の適正化  

給与水準については、政府の方針を踏まえ、役職員給与の在り方について検証した上で、国家公務
員の給与水準や業務の特殊性を踏まえ、組織全体として適正な水準を維持することとし、その範囲内
で国内外の優れた研究者等を確保するために弾力的な給与を設定する。 

また、検証結果や取組状況を公表するとともに、国民に対して理解が得られるよう説明に努める。 
 

（３）契約の適正化          

研究開発成果の最大化を念頭に、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）に基づき、研究開発業務の特性を踏まえ、調達に関するガ
バナンスを徹底し、PDCA サイクルを維持することにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継
続的に、調達等の合理化の取組を行う。 

また、契約監視委員会による契約点検業務の点検を受けること及び内部監査において、公正性及
び透明性を確保する。         
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置  

独立行政法人会計基準等を踏まえ、運営費交付金の会計処理として、引き続き、収益化単位の
業務ごとに予算と実績を管理する。 運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を計画的に
執行するものとする。必要性がなくなったと認められる保有資産については適切に処分するとともに、重要
な財産を譲渡する場合は計画的に進めるものとする。 
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１．予算、収支計画、資金計画 

（１）予算（中長期計画の予算） 

令和８年度（2026 年度）予算 
（単位：百万円） 

区分 
研究開発

推進 

研究開発
基盤維持・

強化 

共創・循環 
システム 
構築 

法人共通 合計 

収入      
運営費交付金 7,155 44,287 967 1,455 53,864 
施設費補助金 108 4,461 0 0 4,569 
補助金収入 1,420 379 300 0 2,099 
事業等収入 139 413 10 87 649 
受託収入 3,393 1,441 54 0 4,887 

      
計 12,214 50,981 1,332 1,542 66,069 

支出      
一般管理費 0 0 0 1,542 1,542 
（公租公課を除いた一般管理費） 0 0 0 1,505 1,505 

うち、人件費（管理系） 0 0 0 889 889 
物件費 0 0 0 616 616 

公租公課 0 0 0 37 37 
業務経費 7,510 45,176 978 0 53,664 
（公租公課を除いた業務経費） 7,488 44,930 974 0 53,393 

うち、人件費（事業系） 3,444 1,542 361 0 5,347 
物件費 4,044 43,388 613 0 48,045 

公租公課 22 246 3 0 271 
施設費 108 4,461 0 0 4,569 
補助金事業 1,420 379 300 0 2,099 
受託経費 3,393 1,441 54 0 4,887 

      
計 12,430 51,458 1,332 1,542 66,762 

［注 1］各積算欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
［注 2］「支出」には前年度繰越金相当分の支出額を含む。 
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（２）収支計画 

令和８年度（2026 年度）収支計画 
（単位：百万円） 

［注］各積算欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 
  

区別 
研究開発

推進 

研究開発
基盤維持・

強化 

共創・循環 
システム 
構築 

法人共通 合計 

費用の部      
経常費用 11,850 46,381 1,322 1,503 61,054 

業務経費 7,442 41,077 1,074 0 49,593 
一般管理費 0 0 0 1,495 1,495 
受託費 3,393 1,441 54 0 4,887 
補助金事業費 672 179 142 0 993 
減価償却費 343 3,683 52 7 4,086 

財務費用 9 99 1 0 110 
臨時損失 0 0 0 0 0 

収益の部      
運営費交付金収益 7,222 39,798 1,051 1,408 49,480 
受託収入 3,393 1,441 54 0 4,887 
補助金収益 672 179 142 0 993 
その他の収入 139 413 10 87 649 
資産見返負債戻入 430 4,611 65 7 5,114 
臨時利益 0 0 0 0 0 

純損失 △ 4 △ 38 △ 1 0 △ 42 
前中長期目標期間繰越積立金取崩額 4 38 1 0 42 
目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 
総利益 0 0 0 0 0 
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（３）資金計画 

令和８年度（2026 年度）資金計画 
（単位：百万円） 

区別 
研究開
発推進 

研究開発
基盤維持・ 

強化 

共創・循環 
システム 
構築 

法人共通 合計 

資金支出      
業務活動による支出 11,607 41,936 1,252 1,495 56,291 
投資活動による支出 789 9,150 74 47 10,060 
財務活動による支出 35 371 5 0 411 
次期中長期目標期間への繰越金 0 0 0 0 0 

資金収入      
業務活動による収入      

運営費交付金による収入 7,155 44,287 967 1,455 53,864 
補助金収入 1,420 379 300 0 2,099 
受託収入 3,393 1,441 54 0 4,887 
その他の収入 139 413 10 87 649 

投資活動による収入      
施設整備費による収入 108 4,461 0 0 4,569 

財務活動による収入 0 0 0 0 0 
前期中期目標期間よりの繰越金 216 477 0 0 693 

［注］各積算欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 

２．短期借入金の限度額    

短期借入金の限度額は 74 億円とする。 
短期借入が想定される理由としては、運営費交付金の受入の遅延、受託業務に係る経費の暫時立

替等の場合である。 
 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関す
る計画    

機構の成立時において海洋科学技術センターから承継した政府出資金見合いの借上社宅敷金のう
ち、前中長期目標期間において返戻された現金について国庫納付する。 

その他の保有資産の必要性についても適宜検証を行い、必要性がないと認められる資産については、
独立行政法人通則法の手続きに従って適切に処分する。 
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４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画  

前号に規定する財産以外の重要な財産の譲渡、又は担保に供する計画はない。 
 

５．剰余金の使途    

機構の決算において剰余金が発生した場合の使途は、重点研究開発業務や中核的機関としての活
動に必要とされる業務に係る経費、研究環境の整備に係る経費、知的財産管理・技術移転に係る経
費、職員教育に係る経費、業務のシステム化に係る経費、広報に係る経費、その他の業務運営経費と
する。 

 

６．中長期目標期間を超える債務負担    

中長期目標期間を超える債務負担については、研究基盤の整備等が本中長期目標期間を越える
場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘案し合理的と判断されるものについ
て行う。 

 

７．積立金の使途    

前中長期目標期間の最終年度において、独立行政法人通則法第 44 条の処理を行ってなお積立
金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額について、以下のものに充て
る。 
① 中長期計画の剰余金の使途に規定されている、重点研究開発業務や中核的機関としての活動

に必要とされる業務に係る経費、研究環境の整備に係る経費、知的財産管理・技術移転に係る
経費、職員教育に係る経費、業務のシステム化に係る経費、広報に係る経費、その他の業務運
営経費 

② 自己収入により取得した固定資産の末償却残高相当額等に係る会計処理 
 

 ８. 事業推進のための外部資金    

運営費交付金を充当して行う事業との相乗効果により、機構の研究開発を一層加速させ、成果の
更なる発展等につなげていくため、国や独立行政法人及び民間企業等が実施する各種公募型研究等
に積極的に応募し、委託費、補助金及び助成金等の外部資金による研究開発を推進する。特に、国
の政策課題等に係る施策への参画を通して、我が国の海洋科学技術分野の発展に貢献するとともに、
民間資金の積極的な導入に努める。 
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Ⅳ その他業務運営に関する重要事項        

１．トップマネジメントの強化         

機構は、海洋科学技術の中核的機関として世界をリードし、更なる研究開発パフォーマンスの向上・
成果の普及を図るため、トップマネジメント・経営資源マネジメント・リスクマネジメントにおける権限及び責
任の明確化によるガバナンスのより一層の強化に取り組む。 

そのため理事長は、優れた組織運営を実施するため、機構の運営方針を示し、それを浸透させるため
役職員との対話を促進し、機構内での分野間や部門間、役職員の連携を高めるとともに、役職員から
の情報、提案をフィードバックして、よりよい意思決定につなげる好循環の継続と風通しの良い組織作りを
けん引する。また、我が国の政策や国内外の様々な動向を踏まえつつ、機構の研究資源と人的資源及
び情報資源の配分を見直すなど、柔軟かつ機動的な組織運営を行う。併せて、研究環境を取り巻く
様々なリスクに対する対応力向上を図り、的確なリスクマネジメントを行う。 

これらの取組を推進するにあたり、機構内部だけでなく外部からも組織運営全般について施策及びマ
ネジメントの視点から助言・提言を受ける機会を設け、自己評価の結果や主務大臣評価の結果と併せ
てこれらを業務運営にフィードバックすることで PDCA サイクルを循環させるなど、業務運営の改善に反映
させるよう努め、中長期目標達成に最適なマネジメントを実現する。 
 

２．人事に関する事項          

海洋科学技術による社会的・政策的課題の解決を推進出来る組織であるべく、国内外からの優秀
な人材の獲得と役職員の能力向上に寄与する取組を実施するため、高い専門性、俯瞰力、リーダーシ
ップ、プロジェクトマネジメント力を持った優秀な人材の確保及び育成を中長期的な計画に基づき実施す
る。 

令和８年度には、以下の事項を実施する。 
・ 高い専門性、俯瞰力、リーダーシップに加え、複雑化する研究開発プロジェクトを牽引する「プロジェクト
マネジメント力」を備えた人材を計画的に確保・育成する。「JAMSTEC Young Research Fellow」
制度等を通じて、国内外の優秀な若手研究者を戦略的に確保し、研究開発成果の最大化を図る。
また、職員の能力・意欲に応じた研修や教育機会を充実させ、個々のスキル習得とキャリア開発を組
織的に支援する。 

・ 大学、公的研究機関、民間企業等との連携体制を深化させ、国内外の優秀な人材を柔軟に確保す
る取組を推進する。これにより、機構外部の知見を取り込み、イノベーション創出を加速させる。 

・ 事業状況や組織の優先課題に即し、適材適所の人員配置を行う。特に、中長期的な視点から、職
種・年齢・ジェンダー等のバランスが取れた人員構成を実現するためのマネジメントを行い、持続可能な
組織運営の基盤を構築する。 

・ ダイバーシティに配慮し、ワークライフバランスの充実に継続的に取り組むことで、全ての役職員が働きや
すい環境を整備する。適切な評価・処遇を通じて役職員のモチベーションを一層向上させるとともに、デ
ジタルツールの活用等による業務効率化を図り、多様で柔軟かつ生産性の高い働き方を推進・運用す
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る。 
 

３．施設及び設備に関する事項 

施設及び設備について、適切な維持・運用及び有効活用を進め、常に良好な研究環境を整備・維
持していくことが必要である。そのため、施設及び設備の安全性に鑑み、予防保全の観点も踏まえ、老
朽化した施設及び設備の廃止、更新又は長寿命化計画を策定し、計画的かつ確実に実施する。 

また、上述した取組を行う上で、必要な施設及び設備に関する調査等を推進する。 
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